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はじめに

　国際会計基準への移行が叫ばれてからかなりの時間が経過しまし
た。米国に続いて日本でも導入機運が高まり日本でも 2009 年６月
に「わが国における国際会計基準の取扱いに関する意見書（中間報
告）」が公表され、任意適用会社も出現するにいたりました。ただ、
アメリカにおいて導入を懸念する声が高まり日本にも影響がでたの
か、ここにきて日本でもアダプションは当初導入予定であった 2015
年より後の年度になりそうです。2011 年６月、自見金融担当大臣が
国際会計基準延期の背景には、以下の点があるとされています。

・�事実上米国の国際会計基準適用は2015年以降に後ろ倒しをすると
いう内容の米国ワークプランの公表
・�IASBとFASBがコンバージェンス作業の延期の発表、単体財務
諸表はコンバージェンスしない方向を重視する「単体検討会議報
告書」の公表
・�産業界からの「要望書」、「コンドースメント」をコンセプトと
する米国SECからの国際会計基準適用に関する作業計画書の公表
・�東日本大震災の発生
・国際会計基準の国際的な駆け引きの激化

　日本が会計ガラパゴス諸島のまま残るか否か大きな分岐点に立っ
ているといえるでしょう。また、その後、米国がＩＦＲ Sの適用
に関し発言を行いましたが、今後の日本での展開を考える上で、米
国の動向は重要なポイントになるでしょう。

　さて、国際会計基準を日本の制度になるからという理由で導入す
るのは全うな考えであるものの、視点を変えて米国を除く主要諸国
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で導入されている会計基準として考え、それらの国の企業と足並み
を揃え資金調達の手段として考えてみるのもよいのではないでしょ
うか。世界で国際会計基準を導入している国は 120 を超えるといわ
れ、国際会計基準導入はこれらの国々の共通言語を使用するような
ものです。そして制度にもよりますが、国際会計基準を導入しさえ
すればそれらの国々の資本市場の門戸が開かれることがあります。
残念なことに日本の資本市場は低迷を続け日経平均がさえないばか
りか新規上場もめっきり減ってしまいました。一方、米国や香港で
は新規上場は堅調に推移しています。また、ビジネス面でも日本企
業は低迷する国内マーケットより海外、特にアジアマーケットに活
路を見出そうとしています。こうなると資本調達の場を日本に限定
する必要は必ずしもなく海外で調達を考えるのも自然です。言語、
特に英語の障壁もありますが、いったん、導入してしまえばぐっと
身近になります。

　ただし、国際会計基準の導入にも負担が伴う作業が発生します。
初期導入の事務負担は当然として様々な資産の公正価値評価の業務
を第三者に依頼することになります。そして、毎年変化する基準に
キープアップしていかなければなりません。基準自体は日本にない
慣習や制度に基づいたものも多くあり理解に時間のかかるものも少
なくありません。国際会計基準の導入には企業としてコミットメン
トと体力が問われています。

　世界資本市場を視野にいれて導入した場合には一定のリターンが
得られるのであれば国際会計基準導入のメリットはデメリットを上
回るでしょう。

　上述の通り当初は国際会計基準の導入機運が非常に高かったこと
もあり、国際会計基準を取り扱った書籍が多数出回っています。し
かし、国際会計基準を知ることは依然として重要です。したがって、
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本書が読者各位の国際会計基準に係る知識向上に微力ながらでも寄
与できればと考え、本書を上梓する運びとなりました。

　本書は、清和監査法人、東京共同会計事務所、村山公認会計士事
務所の実務で活躍している有志が中心となって執筆に当たっていま
す。執筆にあたっては専門書に見られがちな難解な表現を極力避け、
平易な解説を心がけました。

　本書の出版にあたっては、法令出版株式会社の久保様、石川様に
多大なるご協力を頂きました。この場で感謝を申し上げます。

　2012 年３月

清和監査法人�シニアパートナー　
南方　美千雄
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刊行によせて

　わが国では今まで金融商品取引法、会社法、税法がそれぞれの目
的により企業財務情報の開示や計算がなされる、いわゆる「トライ
アングル体制」によって会計制度が運用されており、さらに利害関
係者が限定されている中小企業では税法への対応を中心とする税務
会計が重視されてきました。そこでは、必要な法的形式的な実務
の上に三者が複雑に絡まり合って、わが国固有の会計慣行が具現
化されてきたわけです。対して、2007 年８月の企業会計基準委員
会（ASBJ）と国際会計基準審議会（IASB）の「東京合意」以降は、
IFRS を国内会計基準に導入するコンバージェンスが推進されてお
り、こうした動きは従来の会計制度に新たな一石を投じるものと言
われています。

　IFRS では、資産負債アプローチが採られ、これはある一定期間
の収益費用によりその期の純利益を算定するという従来の方法か
ら、企業が将来獲得するキャッシュ・フローとして示される経済的
便益の増減を包括利益として把握する方法への転換を伴います。ま
た、時価主義を重視した公正価値を基礎とし、各企業が妥当と考え
る評価や仮定の上に依拠した情報が提供されています。いわゆる合
理的なファンダメンタルを前提とした数値が財務諸表に組み込まれ
ることによって、投資家に適時に財務情報を開示する機能が期待さ
れています。
　
　しかし、世界の潮流は時価会計へ向っているとはいえ、取得原価
が会計の基礎になっている国は意外に多く、他の国の専門家に聞く
限り、公正価値の決定やキャッシュ・フローの見積りなどにみな頭
を悩ませているのが実状のようです。アメリカでは、一部の金融工



vi

学の専門家が開発した金融商品に関する理論が会計の分野にも影響
を及ぼし、その他多くの “ 一般の ” 経理担当者の実務からかけ離れ
てしまい、自分たちでも収拾できなくなっている傾向があるとも言
われています。中国では、株式の新規公開市場と流通市場に大きな
乖離が見られ、国内市場間の価格にも差異が生じているばかりか、
市場相場の変動幅が短期に急変するため、公正価値の評価アプロー
チが有効に機能するかという疑問が投げられています。

　各国には各国の制度や慣例があり、馴染みのない用語や慣れない
実務に対する抵抗があるのは仕方のないことなのかもしれません。
しかし、IFRS を適用する国は着実に増えており、一旦動き出した
会計におけるグローバル化の流れをそう簡単に変えることは出来そ
うにありません。会計基準の統一は各国の国策や戦略の表出と捉え
る向きもありますが、国際的に統一された基準の採用は会計の歴史
が始まって以来の、各国の歴史や慣行を超えた大きな試みの一端と
して疑問の余地はありません。

　その内容について国内で十分に議論することは勿論ですが、投資
家や財務分析を行う側の立場に立って財務報告を見れば、世界共通
の会計基準であることが如何に有意義であるかは容易に理解できま
す。原則主義では比較可能性が必ずしも簡単ではないという話もあ
りますが、そもそも共通の土台がなければ比較についても共通の理
解を得ることさえできません。IFRS の財務諸表はそのままで比較
可能ということではなく、共通の枠組みの中で、各社が妥当なもの
として採用した方針を前提に作成された財務報告であり、それをも
とに調整比較が可能になるものと考えられます。
　
　国際会計基準審議会（IASB）では、現在も金融危機を受けた金
融商品関連やその他の項目につき各種プロジェクトを推進してお
り、新たな基準の作成や概念フレームワークと他の基準との整合性
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等への対応を実施しています。ムービングターゲット（動く標的）
に対する困難性はありますが、もともと会計基準に完成形はなく、
時代の流れによってその方向性を変えていくことは自然なことで
す。IFRS 適用まではまだ長い道程ですが、国際的に認められたよ
り質の高い会計を積極的に目指すに当たり、本書が少しでもそのお
役にたてば幸いです。

2012 年３月

RSM�Japan�代表　
村山　暸永
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